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警報等発令時の対応について 

 平素は、本校教育についてご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 児童の安全に関わる様々な警報や注意情報が発令された場合には、下記のような対応をとります。児童の安全

確保を万全にするため、テレビ・ラジオ等の気象情報に注意していただき、ご協力くだいますようお願い申し上

げます。 

記 

 

１ 暴風（雪）警報・特別警報・避難訓練・避難指示発令時 

○ 午前６時現在、警報が解除されない場合 午前中の授業を中止します。 

○ 午前６時から午前 11 時までに警報が解除された場合 午後の授業を行います。 

○ 午前 11 時現在、警報が解除されない場合当日の授業を中止します。 

※ 警報発令時は、「きずなネット」でも学校から連絡します。午後の授業を実施する場合には、昼食を

済ませて、月曜日は 12：50頃、火曜日から金曜日は 13:10頃に分団の集合場所に集合して分団登校しま

す。なお、通学路の安全等が確認できない場合は無理に登校せず、家で待機させてください。また、そ

の際には学校へもご連絡ください。 

※ 児童が学校にいる間に暴風(雪)警報又は特別警報が発令された場合は、「きずなネット」で保護者に連

絡を回し、保護者(又は依頼者)の引き取りによって児童を下校させます。 

※ 給食を非常用給食に切り替えたり、場合によっては、給食を食べずに下校させたりする場合があります。 

 

２ 大雨・洪水・高潮・大雪警報または注意報発令時 

 ○ 原則として、平常通り授業を行います。(給食は実施します) 

  ※ 台風接近など危険が予測される場合には、登校を見合わせたり、授業を中止して下校したりする時があ

ります。そのような場合には、「きずなネット」でお知らせします。 

 

３ 南海トラフ地震に関する情報発表時 

  ○ 登校前に発令された場合、学校から連絡がない限り、通常通り授業を行います。 

  ○ 在校時に発令された場合は、状況によっては児童を安全な場所に避難させるとともに、「きずなネット」

で状況をお知らせします。さらに、状況によっては、保護者（又は依頼者）の引き取りによって児童を下校

させます。 

 ○ 南海トラフ自身臨時情報（巨大地震警戒）が発出された場合は、修学旅行、野外教育活動、校外学

習（遠足含む）、部活動は注視となります。 

 

４ 登下校中の対応について 

  ○ 上記１、３が登校中に発令された場合は、原則として、そのまま登校します。 

 ○ 上記１、３が下校中に発令された場合は、そのまま下校します。 

  

  ※ 教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日・土日祝日を問わず、前日午前１２時までに教育委

員会より「きずなネット」と「教育委員会ホームページ」で休校をお知らせします。 

世帯数配布 



５ 緊急下校の対応について 

 ○ インフルエンザ等の流行による学級閉鎖に伴う午後の授業時間の短縮 

 ○ 異常気象（線状降水帯）による予防的措置に伴う授業時間の短縮 

上記の内容に伴い、子どもたちを通常の授業時刻より早く下校をすることがあります。その場合は、

下記のように対応をいたしますので、ご承知おきください。 

  １ 該当学年に「きずなネット」による一斉メールをします。【開封確認の URL 付き】 

   

２ 学校側で開封を確認できた児童は、下校させます。 

 

３ 基本的に「すべての児童」は下校しますが、トワイライト、学童へ行く予定であった児童に関し

ては、以下のように対応します。 

  ３―１ トワイライトは学校対応に準ずるため、利用することができません。 

トワイライトに行く予定であった児童も、メールの開封確認ができれば下校させます。 

      下校させられない場合は、学校へご連絡ください。対応を相談させていただきます。 

       

３－２ 学童も学校対応に準ずるため、利用することができないことがあります。 

保護者の方でどうするのか、直接お確かめの上、学校まで連絡をください。 

   

４ 開封確認ができない場合 

    家の鍵をもっていることが確認できれば下校させます。 

   

  ５ 「メールの開封確認ができていない」かつ、「家の鍵を持っていない」児童は、学校で待機しま

す。 

    


